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平成２８年度 第１回 

 南丹市市民参加と協働の推進委員会 発言録 

 

日時 平成２８年６月２０日（月）午後１時４０分～ 

会場 南丹市役所 ３号庁舎２階 第４会議室 

 

出席者  関谷委員長・秋田副委員長・村上委員・小林委員 

出席依頼 南丹市まちづくりデザインセンター理事長 

【事務局】中西地域振興課長・山田課長補佐・中野係長・久野主任・梶原主事 

 

傍聴人 なし 

 

１．開会 

発言者 発言内容 

事務局  ただいまから、平成２８年度第１回南丹市市民参加と協働の推進委員会を開会さ

せていただきます。委員の皆様にはご多用の中、ご出席いただきましてどうもあり

がとうございます。なお、本日片山委員から欠席のご連絡を受けておりますので、

ご報告をさせていただきます。また、本日南丹市まちづくりデザインセンターの業

務を請け負っていただいております NPO 法人テダスの理事長にも、この後の意見

交換のためにご出席いただいております。どうもありがとうございます。 

それでは、このあとの進行につきまして、委員長の方でよろしくお願いいたしま

す。 

 

発言者 発言内容 

委員長  はい、どうぞよろしくお願いします。今日は理事長さんにもお越しいただきまし

て、ありがとうございます。またこの後でよろしくお願いいたします。 

 そうしましたら早速ですけども、式次第に沿って進めさせていただきます。 

 まず一つ目、報告としまして、市民提案型まちづくり活動支援交付金の審査結果

という事で、事務局から報告をお願いします。 

 

２．報告 

○「市民提案型まちづくり活動支援交付金審査結果」について 

発言者 発言内容 

事務局  失礼いたします。市民提案型まちづくり活動支援交付金の審査結果という事で、

この交付金につきまして、今年度も４月１日から５月６日を募集期間に募集を行い

まして、相談のみで終わりました案件もありましたけれども、そういったものを除

きまして、課題設定型７件と自由提案型で１８件の計２５件の応募をいただきまし

た。各事業につきまして、当課で提案団体から事業内容の聞き取りをさせていただ
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きまして、５月２７日には委員長様、副委員長様にもお世話になりまして、交付金

の審査会で審査をいただきました。 

その結果は資料にもあります通りでございますけれども、採択件数が課題設定型

７件と自由提案型１８件という事で、すべての事業が採択となっております。審査

では、７名の審査委員のそれぞれに５項目に各１から５点の採点をいただきますの

で、最低が５点最高が２５点となりますけれども、これまで５点以下は対象外とい

うことでしたけれども、その他は予算の範囲内であれば採択というような形になっ

ておりまして、仮に６、７点の事業がありましても採択となる様な状況でありまし

た。 

 今回はですね、前回の審査において審査委員からいただきましたご意見を参考に

させていただいて、一定の点数を下回る場合には審査会での意見を付して、事業内

容や進め方の見直しを検討をいただき、修正をいただける場合に採択という方法を

導入しました。審査に入る前に一定の点数を審査員様に協議いただきまして、今回

は１２点という風に決めていただきました。１２点といいますと、各項目の普通が

３点でございまして、すべて普通ですと１５点となります。普通が３項目、下回る

のが２項目で１３点となりまして普通に近いという事、逆に普通が２項目、下回る

のが３項目で１２点という事で、普通を下回る方に近いという点数になるところと

いう意味もありましての１２点でありました。 

 審査の結果、１事業が１２点を下回ったということで協議を頂きまして、意見を

提案者にお伝えさせていただきまして、修正や進め方等について、検討の結果を提

示いただきまして、再度審査委員さんにお伝えをさせていただき、了解を得られた

ため採択したというようなことでございます。当初採択２４事業は６月３日に、残

りの１事業は６月９日に内示の通知を行ったところでございます。 

 次に学生提案枠でございますけれども、こちらは５月３１日を期限に募集を行い

ましたところ、Ｍ大学様から１件と、Ｂ大学様から２件の合計３件の応募がござい

ました。事業費、内示予定額等は資料のとおりでございます。事業概要も資料の方

に挙げさせていただいておりますけれども、現在その事業概要の聞き取りを行って

おりまして、後日審査員様に審査いただく準備を進めているところでございます。 

 市民提案型まちづくり活動支援交付金の審査結果につきましては以上でござい

ます。 

委員長 はい。ということで、今年度のまちづくり活動支援交付金、一般枠と学生枠では

それぞれご説明を頂きましたが、ご意見と質問がありましたらお願いしたいと思い

ます。 

学生枠はまた改めて審査するということなんでしたっけ。 

事務局 件数が少ないので、おそらく審査会という形にはならないと思うんですけども、

お送りをさせていただいてご意見を賜るという事になるかと思います。 

委員  内示額というのが交付予定額ということなんですか。 

 事業費との差は実施団体持ちというかたちですか。 

事務局  そうです。上限が２０万円ですので、２０万円を超えるものも事業費に含まれま

すとそういった状態になったり、また対象外事業費になりますと自己負担という事
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になります。 

委員長  件数としては昨年よりも減っている。 

事務局  昨年が３３件、学生提案枠は同じですね。３件です。 

委員長  ただ今年は美山が非常に多かったという事で、ほとんどでしたね。例年よりも多

かった。 

副委員長  他の町でもう少し出てくるような仕掛けなり考えていかないと、偏りすぎてどう

かなっていう。 

委員長  美山は放っておいても申請しますからね。もっと周知・宣伝していかないと。 

事務局  地域別も非常に重要な要素なんですけども、合併してから１０年以上経過してい

るという事で、事業の分野で分類というのか、もう少し強調してもいいのかなと思

うんですけれども。 

委員長 課題枠の申請状況というのも、やっぱり行政が期待しているものと実際申請され

たものとでは、若干ギャップがあるんですよね。その辺も少し数値を出していただ

いて、ここがまだ少ないよという風な言い方をされるといいのかなと思いますね。 

事務局 前に少しデザインセンターさんとも相談させていただいたんですけど、先ほど申

しました通り、活動エリアという事で美山・日吉・園部・八木と分けるよりも活動

内容で分けた方が、この目標でやっている団体さんはこれとこれと仕分けも出来ま

すし、あと今後だいぶ練らなければいけない内容でもあるんですけども、先ほど提

案される団体さんが自由なのか課題なのかということで出されるのではなくて、出

してこられた提案に対しまして、担当課が協力できる内容かどうかということで担

当課を決めるというやり方もあるのかなという風に思っていまして、それについて

ちょっと検討を深めていきたいなと思っております。 

委員長 実際課題設定型の方で、充足率というかそれぞれに応じている件数というのは、

全部はやっぱり申請は出てないんですよね。 

事務局 そうですね。提案のない事業もありますし、同じ農地でですね、耕作されていな

いところをなんとか拾い上げようということで課題を設定していても、耕作放棄地

と言っている場合は耕作放棄地でなかったら、休耕でもちょっと市の思っているも

のとは違いますというのはあります。考え方の違いとかも出てきますので、休耕地

をより活用してもらうという意味合いで言うと、逆の発想で担当課に協力をいただ

くように依頼するという方が、スムーズに事が運ぶのかなと思います。 

委員長  出た内容に応じて振り分けるという事ですね。 

副委員長 それだと結局、そういう提案をしたのに行政がこれを一緒にやりましょうはわか

るんですけど、市民側としてどういうことが市として課題に思っているのかってい

うのを知れる唯一の機会だと思うんですよね。ここがもう少し充足したいって思っ

てるんだ、って私は結構その視点で見たりとかするので、こういう機会はないんじ

ゃないですか。実際課題として思ってるのかどうなんだろうっていうのを知れるの

は。 

事務局 担当課から課題を出してもらいつつ、より拾ってもらえるような折衷的な感じの

案を出してもらう、プラス出てきた内容について、ぴったりのものでしたらそのま

ま今まではんこを押していたんですけれども、ここの課が変わってもらった方が出
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来そうだと思われるぴったりでないものについても押してみる、というような形で

もいいかなと思います。確かに行政が課題だと思っていることを知る唯一のチャン

スというのは確かにそうだと思います。 

委員長 まあ、課題設定型と自由提案型という枠を特に設けなくても、出来ることはでき

ますが、副委員長からもあった通り、今年度の行政の課題はこれとこれですよとい

うことは提示して、これにもし沿うような申請内容であればこのテーマで応募して

くださいというような募集の仕方が出来るかなと。やっぱり課題と自由という風に

分けといたほうがいいんですかね。 

事務局 また検討を深めまして、次回の開催・次々回の開催にでも素案を提出したいと思

います。 

委員長  他にございますか。 

委員  美山からの申請がかなり多いですが、その要因としてはどんなことが考えられる

んですか。私はきっと地域振興会の働きが大きいと考えているんですけどもそうい

った要因もあるのでしょうか。 

事務局 振興会から派生したような事業もいくつかございましたし、どういうことなのか

はこちらで詳細に原因がわかっているわけではないんですけども、やはり広域な面

積がありまして、なかなか行政が今まで手がかけられたことかけられなかったこと

とあって、もとより地元の方が問題解決に対しての取り組みを活発にやっておられ

たというのが大きな理由なのかなと思っておりますし、それを後押しする形で振興

会という組織が自分たちで自分たちの出来ることをやるという事をしておられる

ので、それが後押しになりまして、美山からの提案がたまたま多かったのかなと。 

ＭＤＣ 

理事長 

振興会が機能しているというのは非常に大きいと思います。他の３町に振興会に

準ずるようなものはなくて、身近に相談できる場所があって、しかもそれがすぐ行

政ともつながっていて話が進みやすい、あるいは事務方を担ってくれているという

状況があるのは大きいです。もう一つは、本当に課題に直面している地域であると

いうこと。都会に行けばいくほどこういう提案は上がってこないです。だから先進

国、田舎に行けばいくほど課題の先進地なので、当然たくさんの提案が上がってく

るというのは考えられます。という２点が大きい要因かなと。他の地域にぜひお勧

めしたいとは思うんですね。よく使ってください、こういうものがある。これをど

れだけ拡散させていくかが課題かなとは思いますね。あとはまあ４町の分析ってい

うのもそろそろ終焉に向かっていってもいいのかなと。地域特性を見るうえでは良

いですけど、あっちがどう、ここがどうっていうのをいちいち比較してもどうなの

かなと思いますし。 

委員長 はい、他に宜しいでしょうか。そうしましたら結果についてという事で以上報告

をいただきました。 

そうしましたら続きまして、２つ目の案件、市民参加と協働の実施計画。今年度

の計画をという事ですね、まずご説明をお願いしたいと思います。 

 

２．報告 

○「市民参加と協働の実施計画」について 
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発言者 発言内容 

事務局 市民参加と協働の実施計画につきまして、こちらの横長の資料がですね、２０１

６ということで平成２８年度版でございます。それと合わせまして、縦長の方で計

画についてと書いておりますが、こちら２７年度の計画に対しての実績になってお

ります。事前に送らせていただいておりますので、内容の読み上げは省略させてい

ただきたいと思いますけれども、こちらの要綱の作成に当たりまして、３月下旬か

ら各担当課に照会をかけまして、取りまとめをさせていただいた内容でございま

す。今回の計画の記載内容は、３カ年計画の３年目という事で、様式を更新したも

のになっております。２９年度以降の計画につきましては、委員会でのご意見をも

とに掲載や記載内容を変更してまいりたいと考えておりますので、ご意見を賜りた

いと思います。市ホームページへの掲載につきましては、今日の委員会が終わりま

して修正等ありましたらそれを確認してから掲載してまいりたいと考えておりま

す。 

委員長 縦長の方は昨年度の状況でして、ですから今年度の方とは数値が若干違うのは年

度が違うからですね。 

事務局 そうですね。 

委員長 そうしましたら今年度の計画について、ご意見お願いしたいと思います。 

委員 すいません。私の発言と言いますか、資料にも載っているんですけど、私が言い

たいのは、審議会等、審議会委員会の公募委員の関係なんです。市民公募を行って

いる審議会がここに羅列してあるんですけど、昨年度版から比較して、公募委員の

人数の所ですね、これが委員会によって昨年度は具体的に数値が、2 人とか 3 人と

か数字があがっていたんですけども、今回は若干名という表示が、表現がされてい

るので、どうなのかなと。私からみましたら、後退してるんじゃないかなという風

に思いましたので、それが一点。 

二点目は、多くの委員会が公募委員を採用するという事になっていない、という

事について発言させていただくんですけども、まあ、市民公募を行っている、行う

審議会は２つ増えていますが、残り 37 の審議会は行っていません。私はもっとも

っと公募を取り入れることが出来るはずだと思っています。積極的に推進するとい

うことが書かれているわけですけども、今この表を見てもですね、現実は大きく乖

離しているんじゃないかと。とても積極的とは言えないと思っています。当然のこ

ととして、計画に謳っているとおりね、積極的に取り組んでほしいと、私はこんな

状況じゃダメと思っていて、南丹市の最上位計画の振興計画にも、後期基本計画に

も文言がありまして、多くの市民の意見を反映した施策を推進するため、各種委員

の一般公募を推進しますと明記されています。でもこの内容を見る限りそうはなっ

ていない。そもそも市のトップがこのことを進める気があるのか。進めるなら、こ

の委員会の所管の地域振興課だけでなくて、市役所全体なんですね。市のトップか

らの意識改変を私は求めたい。また、公募はしていないけれども、市内の団体等に

直接あなたの団体から出してくださいね、委員さんを出してくれませんかという風

に、市がお願いしていることもやっていますと。それは市民なんでそれは市民参画、

というようにされているわけですけども、やっぱり団体指定のですね、充て職のよ
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うな感じの市の恣意が入るやり方では、やっぱり公募とは相いれないと私は思って

いて、公募の変わりにはならないと思っています。以上です。 

委員長 ただいまの委員のお話しのうち、若干名という風に今年度からなっているものを

昨年度から比べてみますと、前年度開催のなかった委員会が今年度若干名という形

になっているのがほとんどで、ただ一件だけ男女共同参画の委員会が、昨年度 3 人

だったのが今年度若干名と、そういうことになっていますね。この辺につきまして

何か、どういうことで若干名という事になったのかわかりますでしょうか。 

事務局 そうですね。男女共同参画がというわけではないんですけども、募集する時期に

できるだけ多く公募したいというのはあるかと思うんですけども、時期にならない

とわからないという事もあっての若干名ということで、別に縮小しようとかそうい

う事ではないので、後退という事ではないと思います。まあ一概にどの委員会もが

そういう意図で聞いたわけではないので言い切れませんけども。 

委員  具体的に書けないのかという事ですよね。 

事務局 出来るだけ多くという思いはあるのかと思いますけども、断定はしきれないです

ね。 

委員 具体的に書いてほしいと思いますけどね。 

委員長 まあなるべく各担当課からのご報告を頂くときに、なるべく人数を具体的にとい

う事で。 

委員 男女共同参画の中でも、例えば市の委員会審議会で女性比率はこれくらいですよ

とか、そういうのはなかったですかね。 

事務局 ありますね。 

委員 そういうのもあるんだから、女性が関係するような委員会は少なくとも取り入れ

てほしいと。３７の審議会の中で。 

委員長 それからもう一つのご意見で、非常にやはり公募を行っていない委員会が非常に

多いという事で、この委員会としてどういう風にもっていくかと、まあいろんなや

り方があるかと思うんですけど、一つは公募委員会をもっと増やしていただくとい

う風なことを市長に対し意見を提案するというやり方もある。どういう風に進めて

いくのか。いかがでしょうか。 

委員 私はね、条例にもありますし前回からの一市民の意見があって、市長に意見を挙

げてほしいと。委員会として。私はこういう状態ではやろうとしていないんじゃな

いかという風になる。だからトップの姿勢だと思うんですよね。やっぱり提言です

ね。市長に意見を挙げていきたいと、文章で挙げていきたいという風に思います。 

委員長 条例や要綱の定めによりということで、もう条例と要綱によってですね、完全に

人数が定められているという、あるいはもう充て職として決められているというの

はいくつかあるんでしょうかね。ようするに公募の余地がないというのは。 

事務局 要綱の方で定めておるのがほとんどですね。 

委員長  ほとんど要綱で公募をしないというかたちになっちゃってるんですね。 

事務局 ただ、要綱の方でおそらく定めているだろうと思いますので、そこを変えていけ

ばいけると思います。 
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委員 そういう要綱は直してほしいと思うし、充て職の団体などまでね、絶対指定して

いないと思うんですよ。学識経験者とかね、行政関係者とかね、団体の指定ではな

いのでそんな要綱は適正じゃないと私は思うんですけど。 

委員長 要綱は行政の内部の要綱ですから、これは変えてもらいたいという要望によって

検討はしてもらえるんですね。 

委員 公募を推進していくという観点でね、要綱も見直しもあっていいと思うし。 

委員長 他の委員さんいかがですか。 

そういうような、確かに多いと思いますね。量的に言うと 3 分の 2 は非公開非公

募ですよね。まあ確かにより専門性のあるものはあるとは思うんですけども、前に

も委員からあったように、こういった、これとこれくらいだったら一般の公募委員

さんを参加させてもむしろ市は意見を広く伺った方がいいというようなものも中

には多分あると思います。 

委員 私は、個人情報とかね、例えば介護保険の認定とかありますけど、そういうのは

仕方がないと思いますけど、例えば防災会議にしろ公共交通の会議にしろ、いわゆ

るその利用者を、公共交通の会議だったらね、利用者をやっぱりいれるべきなんで

すよ。当事者が入ってないわけなんですよ。させる方ばっかりの委員なんですね。

実際に例えば防災会議で原子力、避難する人避難しなければならいな人、そういう

人を入れるべきであって、私はそういう姿勢を持ってほしいわけなんですよ。だか

ら避難させる方ばかりの委員ではね、やっぱり避難しやすいというか、避難する人

がそれやったら避難せなあかんなと、そういう思いにならないんじゃないかと心配

するんですけどね。 

事務局 今資料でですね、専門性を有するなどの公募なしで上がっている委員会があるん

ですけども、前回委員会のときに触れたと思うんですが、公募を検討するというと

ころが何団体かあったと思うんです。今の段階ではまだ公募をしていない状態なん

でこちらに上がっているんですけども、もしそういった団体が今回公募されたら、

公募している方に変わってまいりますので、そういう風に投げかけていくんですけ

ど、もし実際にしていただけたらそうなっていくのかなと思います。 

委員 でしたら公募検討ぐらいとかね、そういう表記をここにしていただいたら、検討

の結果こうなったというのがあるにしてもね、まったくそういう余地がないのかど

うか、そういうところを見たらね、余地はほとんどの委員会審議会にあると私は思

っていて。 

事務局 おそらく体裁の部分もあるかと思うんですね。今おっしゃったように検討の余地

があるところもなかったところも一つに取りまとめていますので。 

委員 検討する委員会がもっとあってもいいと思うし、これは行っていない審議会とな

るわけですよね、その他は。 

委員長 昨年度確か公募する意思があるかどうかと公募をしない理由も調べていただい

てますよね。それでもそれ以上は結局、多少いくつかは検討するが出てきているん

ですけど、おそらくこの中の大多数は公募しないと考えられますよね。まあそうな

りますとやはり委員の言われるように、この委員会として市長に対する意見をとい

う形で、私もこれを見て公募が無いなという印象がありますので、もう少し出来る
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だけ公募委員を増やすという事をしていただけないかというのは確かに思います

ね。その辺どうしましょうか。 

ＭＤＣ 

理事長 

公募をしないのには理由があるのかなと。先ほども委員さんからありました通

り、公募した際のデメリットがいったいなんなのかという事を分析をしないといけ

ないのかなと。まあ手間がかかるというのもそうでしょうし、煙たい意見が出るの

が嫌だというのもそうでしょうし、もっというと場を荒らしてしまう人が入ってく

る可能性があることも、ぶっちゃけた話あると思うんですよね。それを避けてスム

ーズな委員会の運営のために公募をしないという事であれば、じゃあどうやったら

その次に進めるのかということを次に考えればいいんです。きちんとデメリットの

部分を分析したうえで対応しないと、単にやれやれじゃなくって、たぶん進まない

んだろうなと思います。 

委員長 そうすると、まずデメリットについて各担当部署から検討して、デメリットがど

ういうところにあるのか、もしあるとしたらね、あるのかないのかですね、その辺

を出してもらうことにしましょうか。公募しない場合のメリットデメリットはいか

なるところにあるのか。それについて答えていただく。 

委員 私はそんなこと思わなくて、たとえば公募をして変な人が入ってきてですよ、会

議が成立しないと、そんなことは事前に想定してやるべきではないんであって、公

募委員は審査もあるんだし、その人を身体検査するわけですから、目標通り素直に、

どんどん導入したらいいんです。今ね、会議が変なことになるとかありましたけど、

審議会の会議運用状況って公表されていますよね。傍聴者が一体どれくらいあった

とか、会議そのものを公開しているのか非公開なのかとか。27 年度の状況が大き

く載っていまして、その中にもね、非公開はどういう場合なのかという中で、公正

な意思形成に著しい支障が生じる場合とか、会議を公開することにより著しく阻害

され目標が達成できないとか、そういうことももう一段先にはあるわけで、会議を

いよいよ開催するときにもね、そういうことを謳っているわけで、非公開にするこ

ともできるわけですよ。だからその委員の選定段階でね、デメリットなんて私はな

いと思います。そういう恐れがあるんだったら非公開にしたらいいし、もしかした

ら傍聴者の関係かもしれませんけど、それを変な委員会審議会にならない様にする

のは市の責任じゃないですか。フリーパスじゃないですからね、公募委員というの

は。でもより市民の意見を入れるべきだという風になっているわけですから、それ

が何かというと公募委員の採用なんですよね、一つは。 

委員長 という事ですと、例えば当委員会として原則公募していただく、もしできない場

合はきちんとそのデメリットと理由をつけて提出していただくと。そういう形で市

長に提案をという方向でいいですかね。 

委員 とにかく最大限公募委員を募集してほしいということなんですね、私の思いは。 

副委員長 私は子ども・子育て会議の方にも出ているんですけども、向こうで公募委員 5 名

ということで出てますけど、毎年ないんですって、公募が。一応募集するけどもな

くって、全然ないから私子育て関係をやっているので、うちのメンバーとあと利用

者さんとかに、こういうのがあるから出ないって言って声掛けをするんです。その

中から自分のリアルな思いを直接届けることが出来るし、全部議事録になるから何



 - 9 -

かしらの形になるので、応募しないって言って、数人手を挙げて作文書いて応募し

て採用されてはいるんですけど、実際出て思うのは、公募の数もそうなんですけど

も、充て職の方たちがですね、意見を全く言ってくれないっていうのが、そっちの

方が問題じゃないかと私はちょっと思ってみたり。確かに委員さんがおっしゃるよ

うに、公募委員を募集しているとこは少ない印象は本当にあるんですが、でも専門

性の本当に高いやつとかは参加してもわからないと思うので、そこはしょうがない

と思うんですけど、もう少し当事者が入れるようなところもいくつかあるよなと思

うので、そこらへんの分別をするとか、必要かなとは思います。 

委員 最大限追及したという結果を見せてほしいと。それが私自身の回答でしたらもう

言いません。 

委員長 どういう形でまとめましょうかね。 

委員 まあ次回でもいいですし、どういう形にするか、この件だけじゃないですけど。 

委員長 いきなり市長への提案という形にするのか。 

事務局 公募しないデメリットというのもすごく大事なことだと思いますので、それを各

課の中で確認させていただきます。 

委員長  ではそれをもう一度少し調べていただいて、それを集約して次回もう 1 回結果で

どうするか判断しましょうか。検討中、検討の余地があるというような間の項目を

作っていただいて。 

委員  他課へ照会した時にね、どの程度反響があるのか。ないんじゃないかと思うんで

すけどね私は。 

委員長  それとやはり副委員長からあった、充て職の委員から意見が出ない、出るのが公

募委員からばかりということで、やっぱりそれだけ本当の意味での市民参加がまだ

できていないという事ですね。それをどうやって掘り起こしていくかというのは、

この委員会でも考えていかないと。 

ＭＤＣ 

理事長 

 充て職なんかやめた方がいいですよ。優先的にというか、声掛けをする相手とし

て優先的に扱うというのはあると思いますよ。委員にどうですかという。でもそれ

が半強制的に委員になっていて、委員会がそれで成立しているみたいな構図にし

て、もうすごい長いんですよね、そこからの歴史が。そろそろそれを脱出しないと。 

委員  私も現役時代は役人で、こういう委員会にも出たことはあるんですけど、やっぱ

り自分の組織を守るための発言しかしないというか、今やってることしかね。それ

をもっとこんなことをしなくてはということはね、言いにくいこともあるんです。

だからそういうのがあって、充て職は最小限にするべきです。 

委員長  ではそのへんも含めてもう一度しっかりと検討したいと思いますので、すいませ

んが事務局の方で集約していただきたいと思います。 

 あと計画について他に公募委員以外でご意見等ありますでしょうか。 

委員  すいません。実施計画の南丹市政のご意見箱についてなんですけど、私はこのこ

とについて何回も発言しています。というのは、このご意見箱に提出された市民の

意見をね、どう扱われているのか、真摯な市民の意見にね、やっぱり応えてほしい

と思っています。市民のご意見箱の市民意見の扱いについて、27 年度 80 件の市民

意見があったと、いただいた資料にかかれています。投稿 80 件となっています。
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80 件の市民意見がご意見箱に投稿されました。ところでね、そのご意見箱のホー

ムページの欄に、これまでの意見と回答というのがあります。これによるとね、過

去これだけの件数しか回答されていないわけですよ。このご意見箱、掲載されてい

ないわけですよ。ちなみにね、27 年度にどれだけ回答されたか。80 件の意見に対

してね、1 件ですよ。空き家調査についてという市民意見に対して、このホームペ

ージの中に答えを掲載されています。じゃあこれ以外はね、答えておられないわけ

ですよ。なんでこういうことになるのかね、私は前にも個人的なことで意見させて

もらったんですけど、こんな状態はね、今すぐ改めてほしいと。前回ですか前々回

ですか、なぜ答えられないんですと聞いた時に、市は新たな予算を伴うものは掲載

しないんだと、答えないんだと言われました。この新たな予算を伴うものは掲載し

ないなんてね、こんなことはないですよ。市民はね、予算が今ついてないからつけ

てほしいという事もありますし、将来の夢を市に提案した時に答えられないなん

て、今の予算の範囲でしか答えないなんてそんな馬鹿なことはないですよ。本当に。

市民に対してこんな失礼な対応は私はないと思うんですよ。こういうことをね、改

めないというのだったら、いまだにね、27 年度 1 件しか載ってないわけですよ。

市民協働条例に謳っているとおりね、このことについて意見を述べていきたい、述

べていかなければいけないと思います。で、ここで発言したことはね、本当に担当

課に伝わっているのか、どのように。伝えてもらってね、回答を返してほしいわけ

ですよ。この委員会は何のためにあって、何のために発言しているのかね、これは

やっぱり真摯に市民協働について市民の意見を聞くためにね、この委員会はあるわ

けですから。委員の発言に対して返していただくのもね、この委員会所管の地域振

興課の責務だと私は思うんです。なんでこんな状態になるのか、もう一回言います

けど、新たな予算を伴うものは掲載しない、答えないなんてね、こんなこと今すぐ

改めてほしいと。掲載できないのはこんなこと書いてないですよ、ホームページに

も。市で勝手にこんな基準を決めてね、書いてあるのは、誹謗中傷するようなもの、

個人に、一個人に関わる様なものは掲載しません答えません、当たり前のことです。

でもそこに書いてないこと、こんな新たな予算を伴うものは掲載しないなんてね、

市が勝手に決めてね、答えないなんてね、こんな馬鹿なことないですよ。 

委員長  この計画のご意見箱のところ見てみますと、今おっしゃられたように、個人情報

それから誹謗中傷、資料請求、宣伝、これはまず除くと。で、更に長期的な掲載で

より多くの市民の皆さんに情報共有すべきと思われるものについて、更に随時掲載

すると、こういう４つくらいちゃんとついていますね。当然個人情報なり誹謗中傷、

それはまあ仕方ない、わかりますね。ただしそれ以外で、長期的な視野に立つもの

でないと掲載できないのだろうか、あるいは随時しか、随時というのはまあいろい

ろな解釈が出来ますから、ときどきという事もありますから、むしろここの部分を

ね、個人情報等を除いて、出来るだけ回答を掲載しますという風に、ここの部分自

体を改めるべきじゃないかなと、今の委員さんのお話を聞いていて思ったんですけ

ども。その辺いかがでしょうかね。 

委員  別にそれは今のままでもいいと思ってるんですけど、それにしてもね、80 件に 1

件しか答えてないなんてね、考えられないわけですよ。 
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委員長  だからこれは指針なんでね、計画はね、指針自体を変えないと。 

事務局 まず、27 年度 80 件の意見が出ておりますが、回答していないという事ではない

と思うんですね。回答というのはあくまでも質問者に対して回答しているという事

がありますので。今ちょっと何件お答えしたのかという事は担当課に聞かないとわ

からないんですけども。 

委員 これは基本的には個別に回答するというのが前提なんですよね。その中で特別な

ものはのせますよということでいいんですね。 

事務局 そうですね。というのがあるんですけども、先ほどもありました掲載基準の所の

捉え方とか、掲載の方法の所におそらく課題があると思うんですね。前回までから

のご意見もいただいてまして、前回のご意見を各担当課にこういうご意見がありま

したという事をお伝えしまして、回答を一応もらっておるんですけども、一つは情

報政策の関係で、ホームページの公開のところにつきまして、具体的にどうという

ことまではないんですけども、市のホームページなどの公開につきましては、ご意

見を参考にさせていたき、公表基準や方法などを明確化し、市民の皆さんに広く情

報提供していけるよう努めてまいります。という事で、今の載せ方ですと、たくさ

んの件数を載せるのが難しいような形になっておると思いますし、なかなか載せて

いくというところまで手が付けられていないというようなことがあるようですが、

見直しを考えてくれておるというところではあります。今のやり方ですと、どんど

んどんどん積みあがっていきまして、なかなかたくさん載せられない方法になって

おりますので、そこは方法から改めないと、というようなことです。 

委員長 そうすると、まず 80 件の中で個別に誹謗中傷とかある場合はありますが、その

中で実際に個別に回答しているのは何件かというのを調べてほしいのと、どうして

その 1 件だけが掲載されたのかですね、掲載された理由あるいは他のものが掲載さ

れない理由ですね、この辺をちょっと明らかにしていただきたいなと思います。 

委員 要望も含めて言うなら、極力ね、あんまり載せられないといわれるがそんなもの

ではなく、出来るだけホームページに載せてほしいと。 

委員長 まあやり方も言うとね、おそらく出来ると思うんですよ。工夫すればね。 

委員 個人回答と言われるが、実は私も、私個人の話しですが、福祉の問題を市に早く

やってほしいと言ったが回答はなく、私個人に回答も返ってこないし、もちろんホ

ームページには掲載されないと。これは事実です。 

委員長 これは個人に帰ってくる場合はどういう風になるんですか。ホームページに意見

を入力、送信しますよね。そのとき住所や電話番号とかは載せるんですか。それで

電話とかメールで市役所から帰ってくると。 

事務局 まあすべてを載せられるパターンばかりではないんですね。メールだけの方もあ

りますし電話番号だけの方もいろいろあります。 

委員長 まあでも手段に応じて回答はしていくんですね。委員さんの場合は回答すらなか

ったと。 

事務局 それも聞いているんですけども、ちょっと担当課とのずれかもしれないんです

が、文書なりでの回答はされていないようなんですけれども、直接お会いして回答

したという認識を担当課が持っておるので、回答はしたと。それに答えも前から帰
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ってきたりしていたので、回答がある場合は文章でほしいとおっしゃってますよと

いうことまでお伝えしたんですけども、文章を出しますという回答は今のところも

らえていない状況です。ただ、ご意見されたことについては、今 27，28 年度なり

29 年度で検討というか進めさせていただきたいと思っている、という意見をもら

っているんですけども。 

委員  口頭ってそんないい加減な事言わないでほしいし、私は私の出した意見につい

て、出していただいた意見についての回答ですよというようにね、返事をいただい

たことはありません。 

事務局 委員さんからいつも意見を言っていただいたりご質問いただいたりしているこ

とについては、地域振興課から各課の方に全部お知らせをしておりまして、調査を

必要とするものについても問い合わせをして回答を得てこの場でお答えをしてい

るんですが、ただ地域振興課が全部の担当課ではないので、そのやり取りがこの場

でまたお聞きして帰って聞かないとお答えが出来ないことがほとんどなんです。ま

たお聞きするという事がありましたらまた尋ねますが、もしあれでしたら直接担当

課の方にもう一度、こういう風に聞いたんだけども回答が無いということをいって

いただいても良いのかなと思います。 

委員 そういうことを伝えては欲しいと思うんですけどね。 

事務局 他の方、大勢の方を代表してこの場で言ってくださっているということは理解し

ておりますし、もしそれ以上個人的に回答が返ってこないという事でしたらお尋ね

いただいても良いのかなと思います。高齢福祉課の方ですとか社会福祉課の方に

は、担当の方から尋ねまして回答をもらったものを今お答えするしかないのでお答

えをしているんですが。お聞きしたことは必ず担当課の方に返すという事はしてい

るんです。 

委員 私は、個人の問題ではなくて広く市民に関わるような意見をね、やっぱりホーム

ページに掲載すべきだと、この場で改めてお願いしたいと思うんです。そこを目指

してほしいと。 

委員長 先ほど事務局から情報政策課の回答をちょっと紹介していただきましたので、こ

れについて今一度ですね、ホームページの公開につきましてはご意見を参考にさせ

ていただき、公開基準や方法などを明確化し、市民の皆さんに広く情報提供してい

けるよう努めますという回答なんで、公開基準と公開方法ですね、これの基準をも

うちょっとさらにはっきり出していただきたいという事で、もう一度照会をしてい

ただけるとよろしいかと思います。まあよくこれを見てみますと、確かにですね、

この指針の実施計画にも、匿名、無記名以外はできる限り個別に回答しますという

風にはっきり謳われていますので、この原則で行くとね、それ自体はどれくらい件

数が来て、どのくらい回答していて、問題はその先ですよね、どうやってホームペ

ージに公開するのかという問題になっています。その一連の部分をさらにもう一回

調べていただくと。 

委員 ホームページに掲載して広く市民に知らせるというかね、市の考え方を。たとえ

個人の意見であってもね。そこは 80 件あって 1 件ではないだろうと思いますし。 

委員長 その辺をもう 1 回情報政策課の方に問い合わせていただいて、次回ご回答いただ
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くというかたちでよろしいですかね。これはもうこれで謳われていますから、この

計画にのっとれば、現状を改めていただくと。 

事務局 回答自体は実際やっていますので、一部ちょっとできていない部分もあったかも

しれないんですけども、載せるが出来ていないという事だと思いますので。 

委員長 公開していくという部分をちょっとさらに詰めていただくということで。また次

回結果を伺って検討するという事でしたいと思いますので、よろしいですか。そう

しましたら、この件についてはそういう事にしたいと思います。 

それ以外で今年度の実施計画にご意見ご質問ありますか。よろしいですか。そう

しましたら今年度の実施計画については、これで一応承認いただいたという事でま

た掲載お願いしたいと思います。 

それでは続きまして 3 つめになります、南丹市まちづくりデザインセンターとの

意見交換という事で、今日は理事長さんにもお越しいただいておりますので、ちょ

っと最初にデザインセンターのやっている仕事、それからデザインセンターと運営

のテダスとの線引きといったところについて、理事長さんの方から説明いただける

ということで、よろしくお願いいたします。 

 

３．意見交換 

○南丹市まちづくりデザインセンターとの意見交換について 

MDC 

理事長 

では改めましてよろしくお願いいたします。NPO 法人テダスという法人の理事

長をしていて、その NPO 法人テダスが南丹市まちづくりデザインセンターの運営

業務を受託しているという状態ですね。経緯から言いますと、南丹市にはそれまで

いろいろ中間支援という組織ですが、そういう組織が平成 23 年までなかったんで

すね。NPO とか市民活動をしたいと思っている団体が、どこに相談に行ったらい

いのか分からない、市役所に直接行くのもなかなかハードルが高いということで、

そろそろ中間支援センターが、京都市内とか亀岡市とかそういうところでは設置さ

れているものが南丹市にはなかったので、そろそろそういう組織がいるよねという

事で、NPO の代表者たちが集まって、中間支援の事業が出来る組織を作ろうじゃ

ないかという事で、NPO 法人テダスを作りました。時を同じくして、南丹市の方

も中間支援のセンターが必要だよという事で設置をする運びになりまして、その箱

というかセンターを設置していただいた中の業務をテダスが受託するという形に

なったんですが、やっている業務としては、先ほども申しあげましたように、基本

的には何かをやろうとしている人たち、まあ NPO 法人に限らず市民活動団体ある

いは区などの地縁団体、そういった諸々も含めた、何かを始めたいあるいはもう始

めているけどその先どう成長していったらいいか分からないという方々に対する

相談窓口がメインの業務ですね。その相談に応じる形で、例えばコピー機とか印刷

機とかが必要であればそれを貸し出す、あるいはプロジェクターとか物品なんかを

貸し出す。その中には、どこか別の組織と繋ぐことが妥当だと思う組織は紹介をし

て結びつけたり、あるいは行政のどこかの窓口と繋ぐ方がいいだろうというものは

そこと繋ぐ。その中で交付金ですね、先ほどから出ている交付金の相談窓口として

の役割もあります。あと事業を行うにあたって、各団体の事業ですね、イベントな
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んかをやるにあたって、情報発信のお手伝いということも業務の一つです。協働を

推進するためのテレビ番組をやっていたりとか、色んな取り組みに対して市役所と

か情報番組の中でも情報を発信する、ホームページでも発信する、というようなこ

とをやっていてですね。よく我々が言っているのは、中小企業とか個人事業主が何

か困ったときに相談に行くのは商工会とか商工会議所がありますと。それに対して

非営利の団体が相談に行くのが中間支援組織かなと。それが南丹市ではまちづくり

デザインセンターであるという事ですね。テダスとしては、まちづくりデザインセ

ンターの業務以外にもですね、京都府からの委託を受けた事業であるとか、あるい

は個々の団体から受けた事業なんかも含めてやらしていただいております、といっ

たところですね。 

委員長 ありがとうございました。という事で、事前に委員さんの方から 2 点お話しいた

だきたいというポイントを出していただいています。ちょっと委員さんの方からご

紹介、ご質問いただけますでしょうか。 

委員 そうですね、やっておられることはわかりますし、それを何も否定するわけでは

ないんですけども、前にも言ったことがあるんですけど、私は市民協働というのは

役所を頼るんじゃなくて、市民のニーズに市民が答えるというのが、私は一番目指

していきたいと思っていて、今のデザインセンターというのは、私も一般市民から

という目からみて、ちょっと遠いところにあるというのが実感なんですね。まあそ

ういう NPO とか活動団体とか、同じ志を持った人が集まってという活動団体がい

っぱいあるわけなんですけど、そうじゃなくて、やっぱり市民を動かすのは地縁団

体との結びつきが非常に重要だなと思っていて、例えば私の区でですね、何かして

ほしいと、何かしたいなと、区として動けることもやっぱりみんなの中にあるので、

市民と市民を繋ぐのがデザインセンターの一つの役割じゃないかと思っていて、そ

ういう意味でもっと地域、自治会とか区に近づいてほしいなと私は思っていて、別

の場合ですけど区長会に出てほしいという意見、他の方からも出ていたと思います

けど、その時にデザインセンターの方が区長会に行きますよと言われたんですけ

ど、例えば今年度の区長会、各旧町ごとにあるんですけど、園部町は 4 月の 20 日

にありまして、新しい区長さんはいっぱい資料をもらうので理解も大変だったみた

いですけど、その中の一つにまちづくりデザインセンターの利用についてというペ

ーパーをもらわれています。これはデザインセンターがこんなことやっています、

登録をすればこんなサービスありますよということが書いてあるんですけど、まあ

説明をするところまではいかなかったんじゃないかと。 

MDC 

理事長 

いえ、説明はしましたよ。当日私とスタッフ 1 名が全ての区長会に行って説明を

しました。すごい短い時間しかもらえなかったんですけど、おっしゃられていた意

見を受けて、まさにそれはやりたいなと思ったので、僕らの方が市にお願いをして。 

委員  それでね、その地域との結びつきを、当日出席いただいたこともそうですし、今

後どういう風に結びつきを強めていかれるのかなと。強めていってほしいなと思っ

ております。 

MDC 

理事長 

いろいろ事業やっていますけどね。そのための活動は。 



 - 15 - 

委員  地域っていうのはね、やっぱり区、自治会の窓口は区長さんなんですよ。区長さ

んとつながる様なね。 

MDC 

理事長 

区長さんもかなり来られていますよ。 

委員 もちろん区長会から来てますけど。 

事務局 違います違います、センターに。 

事務局 センターにもう地縁団体として登録されていたり、実際にやり取りとかもあるん

です。 

MDC 

理事長 

区長会に行ったおかげでなお新しい、新規で相談に来られている区長さんもどん

どん増えていっています。 

事務局 委員さんは、どういう点で地域との距離があるとお感じになっておられますか。 

委員 どういう点でですか。 

事務局 現状は、私も地域の方が相談にいっておられるのを知っていますし。 

委員 行っておられる人もあるかもしれませんけどね、少なくとも私の周囲では私の区

ではね、会合とかでもデザインセンターの話が出たことはないですしね、区長と接

触しているという事もないですし、やっぱり市民と市民を繋いでほしいというのが

私の念願なんですよ。 

事務局 そこで委員さんが区長さんにデザインセンターのことをお知らせいただいたり

はしているんですか。 

委員 知らせたりはないですけど、デザインセンター自身がね、そういう姿勢に。 

MDC 

理事長 

めっちゃその姿勢ですよ、はっきり言いますけど。 

委員 だったらその姿勢を示してほしいわけですよ。 

MDC 

理事長 

だから区長会にも行きましたから。 

事務局 もっと言えばデザインセンターのお知らせは毎年区長会に入れているんです。紹

介もしていますし。ただ委員さんの意見を受けて、デザインセンターの方が区長会

に直接行ってほしいというご意見がありましたので、お申し出があって今年は区長

会を回っていただいたという事なんですが、資料としては毎年地域振興課の方から

説明しています。 

MDC 

理事長 

一度来てみてください、とにかく。そしたらわかってもらえるかなと思いますけ

ど。ちなみにですね、京都府下の中間支援組織はいっぱいありますが、本当に京都

府庁からも言われていますが、群を抜いているんです、はっきり言って、南丹市デ

ザインセンターの取り組みの量とか質とか。例えば亀岡市に、ガレリア亀岡に同じ

ような中間支援のセンターがあります。そこのセンター長は学園大学の教授です

が、ポータルプラットフォームという中間支援の組織ばかりが集まっている京都府

の組織を作っているんですね。中間支援の団体皆が交流するというか。ちなみに私

そこのリーダーをしているんですが、その教授がですね、前年度の事業報告として

前年度センターに相談に来られた人数を 60 件と、増えたんだと自慢げに語ってお
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られたんですけど、デザインセンターは月々60 件以上あります。合計で 600 件を

超えているんですね。それでみても全然地域との密度は違うと思うんです。60 件

ですよ、あの亀岡の 9万人都市で。 

委員 私はね、市民のニーズに地域のニーズにね、市民が答えると。例えば美山町にな

にか貢献したいなというようなことが出来るね、たとえば一個人ででも。そういう

のをやっぱり目指してほしいと思っていて、そういう意味でいくとね、まだその所

まではいっていないんじゃないかと思っているんですよ。だからその重要な一つの

接点というか繋ぎをね、デザインセンターに期待していますし、そのことを進める

ためにね、もっと踏み込んでほしいと私は思います。例えば私一人でもね、美山に

そんな課題があるのかと、じゃあいついつ作業に行こうかというような南丹市にな

ってほしいわけですよ。私もそういう事をしたいと思っているし。だからニーズを

把握するという事と、それからそのニーズに対して支援する市民をどうしたらいい

のか。こういうニーズがありますよ課題がありますよ、手を挙げてください市民の

方、作業がいつですよどこですよ、という繋ぎや情報をニーズを把握して。 

MDC 

理事長 

1 回来ていただいた方がいいかと思います。そうじゃないとわからないままお話

しされていると思うんですね。委員さんも全知全能じゃないので、わからないこと

があって当然なんですよね。だからそれを全部わかっているみたいな感じでお話し

すると、ちょっとずれてきますよね、やっぱり。 

委員 分かっているとは言っていないですよ。私の思いを言っているんです。 

MDC 

理事長 

だから一度来ていただいて、見ていただいてからその上に積み上げた方がいいと

思うんですよね。おっしゃっておられる意味はよくわかります。もっと高みを目指

そうという事は私も同意です。止まっている場合じゃないので高みを目指していき

たいんですけども、求められているところは私からするとだいぶ低い次元かなと思

うんですよね、おっしゃられていることは。そこはもうクリアしているところがあ

るんですよね、デザインセンターとしては。そこをわかったうえでその上のことを

一緒に話が出来たら私はうれしいです。 

委員 私も上を目指していきたいと思いますので。ついでに申し訳ない。少し話は変わ

りますが、私が到達点としているのは、よく日本一の協働を目指すと言われていま

すけど、イメージとはどんなイメージかなと。私は市民のニーズに市民が答えると。 

MDC 

理事長 

そうですね。それはまさしくおっしゃる通りだと思います。イメージとしては、

各団体がたくさん生まれて、体制そのものがですね、一個一個の NPO とか地域団

体、地縁組織も含めてですが、美山の地縁組織が非常に優れているというかね、地

域振興会として一つの事業を担っていくことに育っているのは全国的にも有名な

んですけども、そういう地縁団体だけじゃなくてですね、NPO とか NPO 法人とか

もそれだけ事業を担っていけるだけの組織体制を作る。そういう組織がたくさん生

まれた地域の方が、今後生き残っていけるという言い方が正しいのか分からないん

ですが、活性化していけるんだと思います。行政になんでもかんでも、先ほども委

員さんがおっしゃいましたように、やってくれやってくれと要望合戦をしている市

はどんどんへこんでいくと思うんですよね。市民が市民の要望に応えるというのは

本当にその通りだと思いますし、それに応えられる団体をどれだけたくさん育てら
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れるかが勝負だと思っています。 

委員 NPO だけでなくってね、やっぱり地縁団体というのも一つの団体ですからね。 

MDC 

理事長 

NPO の中に含まれているんです、私の言葉の中には。NPO 法人と NPO とは使

い分けていまして、NPO はそういう地縁団体も学校法人も委員会も含むんですよ

ね。 

委員 だからその地縁団体との結びつきがね、私から見たらちょっと薄いかなと思いま

す。ある集落のある地縁団体の課題に、ある地縁団体が応えるということがね、私

は大きな力になると思うんですよ。みんなうちの地域で隣の区を助けに行こうやと

いうこともできると思いますし、そういう手法も田舎ではものすごく支援しやすい

というかね、みんなでいこうという。 

MDC 

理事長 

特に美山なんかはその体制がかなり進んでいるんだろうと思うので、見習ってい

く部分はあります。ただ、先ほどおっしゃったような、委員会の充て職と同じく区

長も充て職というか、代替わりをしていくじゃないですか。だから一つの組織体と

しては弱い部分もあるわけですよね。だからそこの課題も一緒に考えないと、代が

変わって区長が変わってしまうと、方針が大きく変わって話が通じなくなるという

ケースはよくある話じゃないですか。その辺も一つの課題かなと思いますね。 

委員 この南丹市行政評価推進委員会報告書という報告書の中にね、市民協働に関する

指摘があるんですよね。これの下の方なんですけど、中間支援センターのことにち

ょっと触れられていて、市として中間支援センターに今後 NPO 法人の育成・支援

以外のどのような役割を担ってもらうと協働のまちづくりが進むと考えているの

かを明確にして、事業効果を向上させていく必要があると報告されているんです

ね。ちょっと私の思いとはずれるところがあるのかなと思ってみていたんですけ

ど、こういう報告、指摘もされています。 

MDC 

理事長 

これは一般論ですか。南丹市のデザインセンターについての話しですか。 

委員 そうです。中間支援センターというのはまさにデザインセンターのことです。 

MDC 

理事長 

それでいうと先ほどから申しますように、NPO というカテゴリーを僕は対象に

していて、営利団体は対象外なんですけどね、その中に NPO 法人があるわけなん

ですね。地縁団体もこの中に含まれていまして、だから全然対象外にしているつも

りはないですし、まさに相談でどんどん区の方から相談とか輪転機を使いたいとい

うことで来られるとか、どんどん増えている状態です。ただ、いかんせんスタート

がですね、NPO 法人がらみの人たちが集まった関係があって、このもともとのネ

ットワークがそちらに偏っている節はありますね。もともとそういった方々が相談

を受けるといったことが多かったんですね。ただ他のサークル活動をされているよ

うな団体とか、生涯学習関連の方々とか、色んな組織が来られていまして、任意団

体も対象としていますし、関わる方々を増やしていきたいなと。相談に応じる形で

いったいどうやればそれぞれの団体が成長するのかという事業を、次々と生み出し

ていっているつもりです。広報力を上げるとか、会計能力を上げるとか。 

委員 現状はね、ある地域の課題に私たちが何とかして頑張らないとという人に対して

お金を出す、それが一つの仕事であって、そうではなしにそれ以上というか、ある
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地域の課題に市民が応える、応援していくと、市民に対して市民が支援するという

ことをやれるようになりたいなと思っているんですね。その繋がりを地域とか地縁

団体と言っているんですが、私が見た場合ね。 

事務局 地域が地域を支援しようと思ったら、その支援する地域は力をつけないといけな

いと思うんですけど、順番に、地域が力をつけてきて、ある地域がある地域を助け

る事例も出てきていると思います。例えばですけど炭作りをしている地域があっ

て、また別のところで炭作りをしたいというようなところが出てきているんです

が、そこがノウハウを教え合ったりという事で連携も始まっていますし、そうする

前提となったのはデザインセンターがあって、行政の資金面での支援として交付金

があってという事で、色んな物を使いながら市民の力がだんだん高まってきて、や

っと団体同士が繋がってきたり地域同士が支援し合ったりという段階に来たんだ

と思うんです。一足飛びに地域と地域が協働して支援しましょう、私の所を助けて

ください、じゃあ行きますという事にはどこもならなくて、その力が低かったもの

をだんだん高めていくための仕組みづくりをやってきたという認識でいるんです

ね。第三者委員会でも毎年委員の皆さんに相談してやってきたことは、例えば交付

金の仕組みづくりをもう少しどうしたらいいのかという事ですとか、行政から発信

したりデザインセンターから色々な事を発信しても、それでもまだいきわたらない

人たちがいる、その人たちにどうすれば情報がいきわたるのかという事とか、どう

したらいいどうしたらいいというのをだんだんみんなで積み上げてきて、やっと今

のこの南丹市の市民協働の状況があると思っているんです。その中の一つにデザイ

ンセンターもあるし行政もあるし、そこで各団体が色々な事業をしたり相談に行っ

たりということで、お互いに高めあおうと今やっているんですね。やっと団体や地

域がそれぞれ力を持って助け合うということが出来ているし、そういうことが起こ

ってくると更にそれを助けたり活動が持続していくにはどうしたらいいのかとい

うことを支援するものがいるので、今デザインセンターが状況に合わせて団体のス

キルに合わせて相談に乗っていただいたり、それに必要な、例えば交付金の会計ソ

フトをツールとして開発してもらったんですけども、その時必要なものを創り出し

たりしてもらっているんです。だから地道にやっていくしかないというか、急ぐと

きに地域と地域が助けてと言ったら助けに行く地域が出てきたり、どこかの団体の

課題を解決する団体が現れて突然そこに行くというのはなかなかできないと思う

んですけど、ここ何年かの積み上げでやっとそういう風な機運が高まってきたなと

思います。それをさらにみんなで協力して高め合うために、それぞれが持っている

情報をデザインセンターに集約して、今委員さんがおっしゃったように、じゃあこ

こが課題を持っているから個々の団体が助けにいこうというような事をしようと

思えば、もっとさらにデザインセンターの方にこういう組織があるよという事で情

報を持っていったりという事をすればいいんじゃないかなと思うんです。委員さん

がおっしゃっていることはすごくよくわかるというか、誰かが困っていたら当然誰

かが助けに行くということが理想だと思いますし、そういう風になると本当に幸せ

な町になると思うんですけど、そのためにどうしたらいいのかをここの第三者委員

会でも意見を頂いて、知恵を出し合う場だと思っているんです。だからデザインセ
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ンターはどうしたらいいのか、行政はどうするのかだけでなく、どうしたらいいの

かという事をここでご意見をいただけたら嬉しいなと思っています。 

委員長 例えば、南丹市は非常に広いですし、デザインセンターのスタッフが各地区全部

のニーズを掘り起こすというのは現実には無理なんですよね。もちろん努力はされ

ているとは思いますが。それぞれの地区のニーズや問題はそれぞれの区が一番よく

知っていると思いますので、区ごとに自分の住んでいるところにどういうニーズが

あるのか、どういう問題があるのかという事を、各区ごとに話し合いとか相談とか

いう機会を各区の方でしていただく。その情報を上手いこと集めて集約していただ

く。そうすると繋がるじゃないですか。 

委員 システムをまずどうするかね。もともと NPO からできて地域とのつながりは確

かに弱い部分もあると。そこをどうしていくのかというシステムをね、考えないと。 

委員長 ただやはり各区のことは区の方で、委員さんのところなりにね、区長さんなり役

員さんなり含めて話し合いなり検討の場をぜひ作っていただいて、そこでうちの区

にはこういう問題があるという事がわかりますよね。それを上手く繋げられるよう

なシステムを作ろうと。 

MDC 

理事長 

よく言うのは、地縁団体と NPO、NPO 法人なんかは特に目的型組織と言ったり

するんですよね。地縁型組織と目的型組織が 2種類あって、地縁型組織は私は縦糸

だと思っているんですね、地域の特性を知っている。逆に目的型組織とは横糸で、

地域にとらわれずに一つの種類の目的に対して得意分野も持っているわけですよ

ね。だから地域 A であろうと地域 B であろうとその目的に関しては有能だったり

するわけですよね。それが組み合わさることで上手くいくのであって、地域 A が助

けを求めて地域 B が助けに行きます、いや私もそれ苦手なんですという場合もある

わけじゃないですか。というか、地域同士はおそらく同じような特性を持っている

ので、たぶんどちらも同じような問題を抱えていることが多いんですよね。その時

に目的型組織をどうやってそこに導入するかという事の方が重要だと思うんです。

目的型組織というのは地域を越えたネットワークを持っていたりしますので、一緒

に情報共有することで一斉にいろんな地域のバックアップが出来る可能性がある

んですね。という意味では、地縁型組織にあまりこだわりすぎるのもどうかなと。

その協力体制が大事なんです。 

委員 まあその縦糸と横糸を織っていくことをね、どうしていくのかを考えていくとい

うか、デザインセンターだけでなるのではなく、そこで繋がるにはどうしたらいい

のかね。区長さんだけの組織で言えば区長会というのも形はともかくあるんでね。 

MDC 

理事長 

その区長会に行かしてもらったのは、本当に私は一つの成果かなと思っていま

す。良かったなと。 

委員 だからそこを窓口にまずニーズを、どんな課題があるのか。 

事務局 それをデザインセンターだけで各地域のニーズを把握しに行くというのは、180

ほど行政区があるのでそれはなかなか難しいと思うんです。いろんな地域サポート

人材が今仕組みとして入っていて、ご存知かとは思いますが集落支援員があった

り、集落支援員が今おっしゃったような地縁型に入っていって、どういうような課

題があるのかを掘り起こす役割をしているんですが、集落が多いのと集落支援員の
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数が限られているので、全部の地域に入っていくというのはなかなか難しいんです

けども、役割としてはそういう地域サポーターというのが地縁型に特化したものに

なっています。デザインセンターが個別に入っていくというのも時にはされますけ

ど、デザインセンターのスタッフの限られた数で全部の地域に入っていくというの

はやっぱり難しいので、やっぱりそこは委員さんのように意識を持った方が、委員

長がおっしゃられたように地域ごとに課題を集約していただいたりという方を増

やしていかなければならないと思っているんです。どこかの組織が全ての課題を解

決してくれるというのは難しいと思っているので、委員さんの考えておられるよう

な、地域をサポートする人をどれだけ増やしていって、その人がまた発信していっ

てまとめていくというようなことをどんどん増やしていかないと、何回も私言いま

したけど課題はなくならないですし、どんどん新たな課題が増えていっているの

で、その課題をつぶす人を増やしていかないと、一人の人がどんどんしんどくなっ

ていって潰れてしまうと思うんです。それは組織も同じで、行政であったりデザイ

ンセンターであったり、これができていないこれはどうなっているのかというとこ

ろばかりを突き詰めていくよりは、出来る人をみんなで増やしていくという努力を

みんなでしていくのにどうしたらいいのかという議論があったらいいなと思うん

ですけど。何回もこの回で情報発信をどうしたらいいのかという事を毎回話して、

やっぱり地道にやっていくしかないというところに戻るんですけれども、とにかく

委員さんも誰かに伝えていただいて、その方も誰かに伝えてという風に地道に伝え

ていくのが。 

委員 まあ今だったら縦糸と横糸をね、織り上げたいと。それが最高の市民協働なので、

私はその横糸をどうやって織っていくかをね、考えていきたいと。 

MDC 

理事長 

会議の場をたくさん持つことだと思うんですよね、地域の方々との会話の場と

か。区の会議ってどうしても形式ばっていて、やる事決まっていたりするじゃない

ですか。そうじゃなくて、強制的に集められた場じゃなくてですね、本当にみんな

で考えようじゃないかという場をどれだけ作り出せるのかだと思います。有志で集

まる場というか、たぶんこの委員会も本当はそのはずなんですよね。どうするどう

するという相談をするはずなんですけど、どうしても構図としては、あれはどうな

っているのかという市役所を突き詰める場になりがちなのが、ちょっともったいな

いなとは思いますね。 

委員長 ですからぜひよかったら委員さんも、話し合いの場を作るための支援をしていた

だいたらいいんじゃないですか。一度お試しという事で。どういう人材がいてどう

いう人を集めてどういう話し合いをしたらいいのか。おそらくノウハウが出来てな

いと思いますから、それを手伝ってあげていただくと。 

事務局 今ちょうど委員さんの地元の区長さんが、集落内のアンケートをしたいというこ

とで、今集落支援員に相談をされていまして今動かれていまして、タイミングとし

てはちょうどかと。 

委員 それは私は知りませんでした。 

委員長 だからご自分の地域のことも知らないんじゃないですか。やっぱりその辺を。 

委員 どこかにニーズがあるからニーズを伝える。私だったら逆に伝えてもらうことも
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ね、どこにどんなニーズがあるんだろうと、私が役に立つことならお役にたちたい

なという人はいっぱいいると思うんですよね。前にもちょっと紹介しました京都府

援農隊というのはね、一人でも参加できる制度なんですよ。 

委員長 だぶん委員さんはイメージが援農隊のイメージなんでしょうね。だからなんか出

てきたら一人でもパッパッと情報が出てきて素早く繋ぐ、そんなイメージを持たれ

ているんですね。そういう仕組みづくりをしてほしいと。 

副委員長 委員さんが作れば良いんですよ。そういうことですよ。一番やりたいことなんで

すよね。それだけの思いがあればできますよ。 

委員 いやいや、そんなつもりは全然ないので。人にさせる事しか私は。 

MDC 

理事長 

それは協働から離れるやつですね。自分でやらないと。 

委員長 ではまずご自分の地元からね、ぜひ振り返ってもらって。 

MDC 

理事長 

そうですね。それをしないと協働は始まらないですね。全米一そういうまちづく

りが進んでいていちばん住みたいまちとしてポートランドが有名になっています

けど、その講演会を聞きに行ったんですけど、そういう議論の場をとにかく続けて

きたというね。それはいったいどれくらい前からスタートしたんですかと聞いたら

40 年前らしいですよ。それが今やっと花開いて世界的有名に、ここ数年で有名に

なったんですよ。40 年やったっていうんですよ。だからだいぶ遠い話ですけど、

これだけ地道に地道にとにかく夜な夜な誰かが集まって会議をしているんです。目

的別にというか地域の人たちが。 

委員 助け合いが出来るような南丹市になりたいし、私の区の中でもね、そういう助け

合いが出来ているかと聞いたらそうじゃないんですよ。区の中でも助け合いが出来

るような地域になってほしいししたいと思ってるんですよね。そういう南丹市にな

ってほしいですね。 

MDC 

理事長 

やっていると思いますよ、やりかけていると思いますよ。南丹市はだから地域別

に見るとやっている地域がどんどん増えていっていると思うので、出遅れない様に

していただいて。進んでいる方だと思います。 

事務局 もし委員長よろしければ、先ほどの縦糸、そして地域の取り組みということで、

昨日集落支援員さんと知井地区に入っていただいて、ふるさとの誇りと絆の事例を

見ていただいた時のお話を、何かご意見ありましたらそのときのことをお話しいた

だければと。 

委員長  そうですね。それぞれ取り組みをやっている地区ごとに違いがありまして、やっ

ぱり予算の枠内でやっているというのもありますし、かなりいろんな、へしこを作

る事業とか、それぞれの集落がやれる範囲内でやっておられるという形なんです

ね。メンバーも人も住民の数も違いますから、それでも地区ごとにやれる範囲内で

やっていくのが一番いいと思います。だからそんなに競わなくてもやれる範囲で地

道にやっていくのがやっぱり一番かなと。先ほどに戻りますけど、地道が一番だと

いう風に思いますね。 

MDC 

理事長 

 その地道の階段を、南丹市は本当に京都府下でびっくりするくらいの速度で地道

の階段を上がっていると私は思いますよ。私は住んでいるのは長岡京市なんですけ
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ど、長岡京市とかその周辺市町の議論のレベルの低さはすごいですよ。私もこうい

う委員会に出ているんですけど、 

委員長  視察を長岡京市に行こうかと、資料も一応用意してあるんですけど。 

MDC 

理事長 

 そうなんですか。長岡京市の一部の行政職員の頑張っているコアのメンバーはい

ます。それはすごく協働のレベルが高いチームと他の担当部署、そのメンバー以外

の人たちとの認識のギャップがすごいあるんですね。まあそれはどこでもなんです

けど。 

委員長  はい、ということで委員さんいかがでしょうか。こういったことになりましたけ

ども。とりあえずご質問としましては今のでよろしいでしょうか。 

委員  はい。 

委員長  それでは他の委員さんから、せっかくですので理事長にご意見等ありましたら。 

委員  ちょっといいですか。この協働実施計画の平成 27 年度の一番最後のところで、

ひと・もの・コトをつなぐ仕組みということで 2 つ事業を挙げられているんですけ

ども、活動プラグ連結推進事業とプラス＋ソーシャル事業とはなんなんですか。 

事務局 いちばん最初の実施計画を作った時に付けた名前がそのままになっているんで

すけども、すでに名前がプラグ事業という名前ではないと思うんですが、人と人を

繋ぐという事は常にしていただいていることですし。 

委員長  説明をちょっといただけますか。これはそれぞれどういう、現在の事業内容がど

ういうものなのか。 

事務局  今のデザインセンターの業務そのものなんですけども、その様々なひと、もの、

コトを繋ぐということは、もう事業としてしていただいているものに、一番最初に

実施計画を作った時に活動プラグ連結推進事業という事業名をこちらが考えてあ

てていたものです。今もうすでにされているというか。 

委員  これをするためにデザインセンターがあるというわけではないんですか。  

事務局  そうではないんです。デザインセンターはこの時すでにあったんですけども、よ

りひと・もの・コトを繋いでいこうという事で、事業名で挙げているのがそのまま

随時という事で毎年挙がっているという事です。 

MDC 

理事長 

 寄付金集めのノウハウをいろいろ考案して各団体さんに提案するとか、それをソ

ーシャルにですね、どれだけ事業化していって自分が収益事業を自立していけるの

かというかたちに仕組みづくりをしていくかというあたりのアドバイスとか、一緒

に考えたりとかというのはやっていますね。だから単体の個別事業というよりは、

ひっくるめてデザインセンターの相談事業のような形でやっています。団体さんに

よって目指すところが違うので、ボランティア活動を続けたいというところもあれ

ば組織としてお金を回して事業をしていきたいというのもありますので、それに応

じて必要なアドバイスをしたりしているという感じですかね。 

委員長  今のでよろしいですか。 

委員  はい、ありがとうございます。 

委員長 他に何かご意見、ご質問があれば。よろしいですか。では理事長さんありがとう

ございました。 
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ではそうしましたら、今日の案件の 2番目ですね、報告・意見交換は以上で終わ

りにしまして、その次 3番のその他というところにいきたいと思います。 

 

 

３．その他 

発言者 発言内容 

委員  今回は資料を事前にいただいてありがとうございます。限界集落と準限界集落の

データをいただいてまして、提供ありがとうございます。私の集落も中間的集落な

んですけど、それでももう準限界なんです。このままいったらあと２～３年で限界

集落になるんですよね。改めてびっくりして、園部町でも準限界がどんどん増えて

きて。ところで集落支援事業の補助金制度が新たに出来たんですけど、これについ

て、少なくとも区の中でね、検討される、この事業に対してどうしていくのかとい

う事だけは該当集落にやってほしいなと思っていて、市からもアプローチぐらいは

していただいたらなと思います。 

 あともう 2 点あるんですけども、市民の方から何回か寄せられている委員会に対

する意見がありますけれども、私の資料の 2枚目なんですけど、以下の関係で言わ

れているので、この方に伝えてあげたいんです、私からも。審議会の各委員会の議

事録は公開されていますので、閲覧請求をしてもらえれば議会事務局でいつでも閲

覧できますので、このことをお伝えいただけたらなと思います。なんか公表されて

いない様に思われていますし。 

 3 点目ですけど、ふるさと納税、南丹市は応援寄附金だという名前だと思うんで

すけど、色々と過熱したふるさと納税が非常に話題になっていましてね、話題にな

る様な所までまだ南丹市はいっていないと思いますけど、地区指定の寄付金が８

０％が地区に入るということなんです。前にもちょっと聞いたかもしれないんです

けど、なぜ８０％なのか教えていただきたいなと思います。 

事務局  まず限界集落・準限界集落の資料なんですけども、毎年 2 月 1 日現在で各行政区

ごとの状況を住民基本台帳をもとに作成したものです。集落数が 185 くらいあるん

ですけども、そのなかで 28 年度は限界集落 31 と準限界集落 101 ということで、

合計で 132 集落、7割を超える高齢化集落があるという状況です。委員さんからも

ありましたように、ご自身の集落もイメージより数字が高いことがあるのかなと思

います。これからまだ増えていく可能性が高いように思いますので、何かしていか

なくてはいけないという状況が読み取れるかなと思います。 

委員  5 年後 10 年後どうなるのかというものがありましたら、また見せていただいた

らと思います。そのために資料を整理してくれとは言いませんので、もしそんなも

のがありましたら。 

事務局 集落支援事業補助金にも触れていただいておりまして、こちらの補助制度につき

まして、4 月の区長会におきまして資料をお配りしたり概要を説明したりを行って

おりますのと、集落支援員がふるさと南丹応援交付金のご紹介とかねて、区長さん

を順次まわっているような状況で、手を挙げられる集落もあるように伺っておりま

す。お配りしました資料は広報なんたんの記事ですけども、前回載せてはどうかと
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意見もありまして、ちょうどこちらで考えていたことでもありましたので、またこ

れをご覧になられた区の方に検討していただけるきっかけになればと考えており

ます。 

市民からの委員会に対しての意見という事で、議事録公開につきましては、実は

委員長様からアドバイスをいただいておりまして、議会事務局に問い合わせまし

て、書いていただいておりますようにホームページにアップはされていないんです

けども閲覧することはできるという事で、そのことについてはこの方にお伝えさせ

ていただいたんですけども、お忙しいときになかなか閲覧申請をするというのは難

しいというかハードルが高いということで、閲覧まではまだされていないようで

す。お求めの所はやはりホームページに公開されることですので、それについては

意見を言ってほしいとお考えのようですので。 

それからふるさと納税ですね。前にもご質問がありましてその時にもお答えして

おるかと思うんですけど、やはり 10,000円の寄付が非常に多いという事なんです。

このふるさと納税で税額控除されない部分が 2,000円という事になります。その範

囲で返礼品を設定しておるという事がありまして、そういう意味での 8割と、市が

損をしてまでいただくという、多少はマイナスの部分もあるんですけど、8割の部

分は地区へ交付しますので、寄付を受けてマイナスになるというのは出来るだけ少

なくしたいということもありまして 8 割と設定させていただいております。ただ

20,000円されても 50,000円されても 2,000円程度、2,500円程度、そのくらいの

返礼をしておるという事で、その分は市の方で増えていくんですけど、その 10,000

円がベースになっておるという事でございます。 

委員 ようするに 2割は何に使っているわけですか。 

事務局 直接的に返礼品に充てているわけではないんですけども、地域の活性化に関する

事業という使途になっておりまして、市が直営で地域の活性化け関する事業に充当

できるという考え方で、そういった関係の事業に充当していくという事になりま

す。 

委員  他の事業に使っているということですか。 

事務局 返礼品の分というイメージで 20%を市に収めていただいているというイメージ

なんですけど、返礼品に充てるわけではなくて、市が直接実施する地域の活性化に

関する事業に充てるというかたちです。 

事務局 返礼品は返礼品で別予算を組んでいるので、その予算から出るんですけども、イ

メージとしてはいただいた分は区以外の市の事業に充てられるという事になりま

す。 

委員 寄付者の思いとしては出来れば全額入ってほしいなと。 

事務局 そういう方が多いかと思うんですが、中には地域を指定されなくて地域の活性化

に関する事業に寄付される方もあるんです。ですのでその場合は 100%市の直営の事

業に充てられることにはなるんですけど。 

委員  南丹市全体の地域活性化に使われているわけですね。 

 返礼品はどこから。 

事務局  市がお米をお送りしています。 
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事務局  10,000 円が下限になっていますので、10,000 円以上の寄付をしていただいて、

希望される方にお送りしているという状況ですね。華美なものはいけませんよとい

う総務省から出ていますので、華美にならないようお米以外の品目を検討している

ところです。 

委員  南丹市として 80%を 100%にすることはできない、それは南丹市が決めているこ

とですか。 

事務局  南丹市が決めていることです。 

委員  100％にはならないんですか。 

事務局  返礼品の考え方があるかもしれないんですけども、寄付をいただいてマイナスが

出る状況はなかなか厳しいのではないかと思いますので。あとは地域の活性化に関

する事業を市が直営でする分もいただく道を残したいと思います。 

委員  市の事務費かなと思ったりしていたんですけども。 

事務局  ただ、基金を積みまして一定の額になりましたらこういう事業も考えられますの

で、単純に事務費に充てますとか、という事だけではないのかなと思います。 

委員長  はい、そうしたら委員さんの質問はそれまでとさせていただいて、その他のとこ

ろ、先ほどのお話しとかぶってしまいますので、先ほどのお話し以外の所からさせ

ていただいて、お願いします。 

事務局  前回の委員会で課題となりました部分が 9 つあったと思います。先ほどもご説明

したものもあるんですけども、「限界集落と準限界集落の具体的な名称を教えてい

ただきたい」「集落支援事業補助金を広報などで市民に知らせていただきたい」「旧

八木町の電子会議室を調べていただきたい」「28 年度実施計画を第 1 回委員会で提

示いただきたい」「総合振興計画の「ローリング計画」とは、「外部評価」とは」ま

ずこの 5 つについては事前に資料送付をさせていただいております。あと「視察先

資料をいただきたい」「委員さんのご意見箱についてのご発言についての追跡調査」

「会議録を市ホームページにアップしたら意見をいただいた方におしらせしてい

ただきたい」こちらはお知らせをしてその結果がこちらの資料になります。「南丹

市まちづくりデザインセンターとの意見交換をしたい」については先ほど意見交換

していただいたところでございます。先ほど限界集落、集落支援事業はさせていた

だきまして、その次の電子会議室なんですけども、簡単な資料だけなんですけども、

旧八木町出身の職員に、どんなものだったのか聞きまして、本当にイメージ図を書

いてもらっただけなんですけども、画面上に質問が一文、回答が一文というのがつ

らつらと続いていって、これを誰でも見れる状態にしてあったという風に伺ってお

ります。前の資料で見ていただいていた事例と似ているのかなという風に思いま

す。実施計画は過ぎましたので、次にローリング計画とは、外部評価とはというこ

とで、事前にお送りさせていただいた時にちょっと説明書きを追加させていただい

たんですけども、ローリング方式により毎年度 3 年間の計画を調整するという事な

のかなと思いまして、そのローリング計画という事で、基本構想が 20 年から 29

年度の 10 年間となっています。20～24 年度を前期基本計画、25~29 年度を後期基

本計画としておりまして、実施計画は 3 年間の計画ということで、計画の実行と分

析評価、計画の修正、実行というサイクルを繰り返す方法という事で、24~26 年度
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の計画をまず立てて、その次の年は 25~27 年度、その次は 26~28 年度というよう

に、毎年度見直しを行うという事です。ちなみに今年度ですと、3カ年なら 28~30

年度になるんですけども、基本構想が 29 年度までという事で、28~29 年度の 2カ

年となっています。 

委員長 ちょっといったんここで切りましょうか。まず八木町の電子会議室のお話でした

けど、これはもう現在こういったものを作るとかできないんですかね。 

事務局 今のところはあがっていないようですが。 

委員長 無いよりはという言い方は変ですけど、これはホームページ上でという事ですか

ね。メールのやり取りではないと。 

事務局 そうですね。 

委員長 となるとやはり情報政策課の方でホームページの公開の方式を検討いただくと

いう事になってしまいますよね。できたらこういうのも復活させられたらいいと思

いますけど。これについてはよろしいですか。やっぱり作っていただきたいという

事で出しましょうか。どなたから出たんでしたっけ。 

事務局 どなたというのはないんですけど、前回の時に他の自治体の事例を挙げていただ

いて、ちょっと旧八木町でも似たようなものがあったと伺ったという事です。 

委員長 そうですか。それからローリング計画、外部評価については先ほどのご説明でよ

ろしいでしょうか。 

事務局 資料提供というくらいで。 

委員長 では資料提供という事でこれでご覧いただきたいと思います。 

そうしたら次の視察の件ですね。お願いします。 

事務局 はい。前回の会議にてですね、ご意見を頂戴しました視察先という事で、具体例

を 2種類挙げていただいております。１つが長岡京市、もう 1 つが兵庫県の朝来市

の、この 2 件でございます。先方さんにご連絡をさせていただきまして、それぞれ

メールで資料を頂戴したものを皆様にお配りさせていただいております。朝来市の

方につきましては少し字が小さくて申し訳ないんですけども、全部で 31 ページご

ざいますので裏表 4ページ入るような形にさせていただいております。まず長岡京

市の地域コミュニティ協議会についてなんですけども、これにつきましては、南丹

市美山町の地域振興会に近い組織なのかなという風に思っておるんですけども、各

旧小学校区単位でですね、地域コミュニティ協議会というものを作られてですね、

活動の主体となられるところがそれぞれ高齢福祉、子どもの見守り、防犯・防災、

環境、健康スポーツ、文化、生涯学習など幅広い課題に対しまして、それぞれが何

かできることをしていくというようなものを、協議会を作りましてですね、組織的

に対応されているようなイメージなのかなという風に思っております。めくってい

ただきまして裏面ですね、長岡京市におけます市民参画と協働の取り組みの経過と

いう事で、平成 9 年からの活動につきまして、列記を頂いております。担当の方と

お話をさせていただいておりまして、南丹市の市民協働について少し、というより

結構お知りだったようで、おそらく理事長さんも良くお知りかなとは思うんです

が、頂戴した資料は以下のとおりでございます。行くことについては全くやぶさか

ではないんですが、南丹市さんの方がということでちょっと遠慮されているようで
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した。 

ＭＤＣ 

理事長 

それはそうでしょう。向こうがこちらに視察に来るなら全然わかりますけど、こ

っちが行っても。地域コミュニティ協議会についてもはっきり言いますけど、実は

私懇話会という、長岡京市で南丹市でいうこれに当てはまる委員をさせてもらって

いるんです。この話も当然出てきます。補助金の話しとか同じような話が出ます。

コミュニティについてもテーマで出るんですけども、うまくいっているかどうかで

言うといっていません。９つ作ろうとしていて今 5 つまで出来ているのかな。まだ

走り始めたとこです。やっと 1 つの団体がやや軌道に乗ってきてやってるんですけ

ど、ただほとんどの場合いろんな団体が参加しているんですけど、結局充て職なの

で、旧態依然の組織です。よっぽど美山の地域振興会を視察した方が意味があると

思います。地元のことを言うのもなんですけど。そしてやっぱり議論の性質として

も南丹市に遠く及ばないと思いますよ。 

委員長 上手くいっているというのはどういうことが上手くいっているんですか。 

ＭＤＣ 

理事長 

リーダーがきっちりしているという感じですね。そこの組織だけはリーダーがし

っかりしていて、実際に事業をされて会議もまとめておられる印象があるんですけ

ども、他の組織は会議そのものがまとまっていない、あれをしようこれをしようと。

言ってはなんですが、まだ寄せ集めの組織体だというイメージですね。何のための

会なんだというノリに近いです。市が誘導してそういうコミュニティがあった方が

いいだろうということでやり始めたんですけども、まだ3年とか5年とかですので、

長岡京からすれば、なぜわざわざ南丹市さんが長岡京に視察に来るのかというよう

な感じだと思います。 

委員 裏面の取り組みで何か特筆すべきことがありましたら。 

ＭＤＣ 

理事長 

そうですね。まず左端のサポートセンターさんにつきましては、いわゆる我々が

よく言う場所貸し、コピー機貸しをしている旧態依然のセンターです。見習っては

いけない事例ですね。それをずっと、15 年ほどされていた体制から、今年度新体

制になりました。指定管理が切れて、新しい組織が今年度 4 月から指定管理を受け

たんですけども、そこの団体はもともとやや高齢の、自分たちの男の居場所づくり

とかそういう系の人たちが集まって、体制を変えようと作られた集合体の組織が担

われ始めて、より悪くなったと思います。本当は中間支援って、来られた方々にど

う対応して他の組織を育てるかなんですけども、そこの団体は自分たちの居場所を

作ろうとされている。サポートセンターを自分たちの会議場所として使うという側

の人たちなので、全然中間支援としてのノウハウを持っているとも思わないです

し、これから心配だと。どちらかといえば正直言って、長岡京市の市役所側はテダ

スに来てほしいと言われていました。説明会も行きましたから、来てほしいと言わ

れたので。そうしたら相手側が一緒にやりませんかと声をかけてきました。だから

サポートセンターの運営の相談役として私は行っていたんです。団体が集まる交流

会があるんですけど、そこのファシリテーターをやらせてもらったり、3ページに

市長と語る「対話のわ」とありますが、この市長と市民が対話をする会議のファシ

リテーターもお願いされています。前回も行きましたし今年も 7 月にやる事が決ま

っています。右の方の懇話会も、これが今さっき言ったこの委員会とそっくりなも
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のなんですけど、ここで議論されるのも、年配の方々のといったら悪いですけど、

自分たちが生涯学習の一環でやられている人たちが結構来ているので、生涯学習と

市民協働をごっちゃにした状態から始まっているんですね。だからまだどこか抜け

きらないです。ただこの政策研究会（協働ワーキング）の取り組みと書いてありま

すね、若手職員 7 名で構成という。これが年々色々変化していますが、このチーム

は優秀です。この若手 7 名が協働って何かわかると聞いたら、その定義をすらすら

言えます。それで自分たちで協働のワークブックというルール、マニュアル作りを

自分たちでして、そのマニュアルは非常によくできていると思っています。一つの

課じゃなくて、色々な課の横断的な組織ですね。いろんな課の人が寄せ集まって定

期的に勉強会をして。それで市民のワークショップの会というのをやりたいという

ことで私は 1 回ファシリテーターで呼ばれてやったんですね。テーブルリーダーを

それぞれやってくださいと言ってやってもらったら、次に行ったら私はやることが

無くなっていました。2 回目は彼らが全部やりました。それくらいレベルが高いで

す。という状態ですね。これはすごいなと思いましたけど、ここくらいですね、す

ごいのは。 

事務局 すいません、そういうことで若干テンションが下がったんですけど、まずここが

いいのではないかというような先も合わせて教えていただければ嬉しいかなと思

うんですが、もう 1 件の方が兵庫県の朝来市でございます。朝来市につきましては、

朝来市地域協働アクションプランというものを作っておられまして、これにつきま

しては平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 か年の計画でございます。平成 19 年

に策定をされました第一次朝来市総合計画に示しております「自考・自行、共助・

共創のまちづくり」を基本理念に、市民と行政がそれぞれの役割の機能を分担する

地域自治システムの構築というようなことで、平成 19 年度から順次、自治協議会

というものを立ち上げられました。この自治協議会を基盤としまして、地域協働の

まちづくりを進めるための考え方であったりとか連携の方法について、「地域協働

の指針」というものを平成 20 年 3 月に策定されまして、それを 21 年の 3 月には

朝来市のまちづくりを進めるうえでの最高規範となる「自治基本条例」を設定され、

その進行した先にこと朝来市地域協働アクションプランというものを作っておら

れます。こちらにつきましても、このアクションプランに基づきましてちょうど平

成 28 年度ですね、中間点を過ぎたところでございますので、いろいろと聞き教え

てもらうことがたくさんあるのかなという風に思っておりますので、視察先として

適切であるのか、もしここについても何か御存知でしたら教えていただければと思

うんですが、実は何回か電話を掛けさせていただいてまして、担当の方がなかなか

つかまらないので担当の方以外にお聞きしようと思ったら、担当でないとちょっと

という事でしたので、あまり存じ上げない方が多いというような印象を若干受けま

して、何か御存知でしたら。 

ＭＤＣ 

理事長 

朝来についてはあまり知りませんが、私も非常に行きたいところです。視察場所

としては全国的にも有名な小規模多機能自治の先進地ですので、勉強したいなとい

う思いは私の中にもあります。あとは小規模多機能自治で言うと伊賀とか、島根県

の雲南市。 
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事務局 出来れば日帰りで行きたいんです。でしたら朝来が適切ですかね。 

ＭＤＣ 

理事長 

朝来はいいんじゃないですかね。 

事務局 長岡京市も時間的に両方行けるように地図で見てるんですけど、もしあれでした

ら先ほどの話しのように朝来市に特化したようなものでもいいのかなと思います。 

ＭＤＣ 

理事長 

長岡は別にいかなくてもいいと思いますよ。 

事務局 今日、明日で日程のことは決まらないかなと思いますので、皆様に問わせていた

だいてですね、視察先については検討させていただこうかという風に思っておりま

して、概ねの時期だけお決めをいただければと思いまして、皆様お忙しいかと思い

ますので、だいたいいつぐらいの時期に行かせていただけたら。 

委員長 8 月中くらいまでの間の方がいいですか。9 月以降になるといろんな日程が入っ

てくるかと思いますが。 

事務局 そうですね。参考になる意見がありましたら早いこと聴取できた方がその年の事

業にも活かせていけますので、早い時期がいいのかなとは思いますし、秋になれば

それなりにお忙しい事業もたくさんあるかと思いますので、出来れば夏の間に行け

たらなと。 

委員長 なら 8 月くらいですかね。平日になりますよね、市役所の対応になるので。そう

したら 7 月中旬から 8 月上旬までぐらいでいくつか候補日みたいなものを、事務局

の都合の日を候補に挙げていただいて。 

事務局 分かりました。一応市に 10 人乗りのハイエースという大きな乗り物がございま

すので、そちらを私どもで運転させていただいて案内させていただきたいと思いま

すので。そうしましたら、先方さんとこちらの方で何日か日を設定させていただき

まして、皆様に問わせていただきたいと思いますので。距離的に朝一から夕方まで

とはならないかと思うんですけども、だいたい 10 時から 4 時とかそんなもんかと

思うんですけど。 

委員 2 時間くらいあったら。 

事務局 午後にいかないと、11 時くらいについても話が聞きにくいですし。ちょっとま

た距離的なもんとか調べまして、適切なお時間もお知らせいたしますので。 

委員長 はい、その他のところで事務局からは以上でしょうか。 

事務局  次回の日程を。第 2 回の開催予定時期ですけども、昨年度の第 2 回は 9 月の 16

日にありまして、もし同時期になりますと、日程調整を 7 月下旬ごろからさせても

らおうと思うんですが、今視察研修の話もありましてそこも考えながらになるんで

すけど、事務局の都合を言ってしまうとあれなんですが、トライアスロン大会が 8

月下旬にありますのと、南丹工芸文化祭が 10 月中旬という事で、それを外してま

いりますとやっぱり 9 月中旬がありがたいかなというのと、もしこれを外してまい

りますと 10 月下旬以降になってしまいますので、出来ましたら 9 月中旬ごろにと

思っております。 

委員長  はい、それでよろしいでしょうか。では次回は 9 月中旬ごろという事で、それで

お願いします。その他につきましては以上でよろしいでしょうか。他に何かまだあ
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りますか。 

事務局  すいません。八木町の方からのご意見で、資料を事前送付させていただいてまし

た以降にまたメールをいただきまして、今日お手元にお配りさせていただいたんで

すけども、当日になりましてまた追加で来ておりまして、それはちょっとご用意が

出来ておりませんので、また追って郵送させていただきたいと思います。ご覧いた

だきまして次回の会議にでもご意見を賜れればと思います。 

委員長  私もまだ全然拝見できてませんので、次回改めて仕切り直しでお願いしたいと思

います。そうしましたらその他のところでは以上になります。これで私の方からお

返ししたいと思います。お願いします。 

 

４．閉会 

発言者 発言内容 

事務局 それではどうも長時間にわたりましてありがとうございました。以上を持ちまし

て南丹市市民参加と協働の推進委員会を閉会とさせていただきたいと思います。本

日はどうもありがとうございました。 
 


